


様式第14号（第3条、第20条関係）
	石垣市港湾駐車場専用使用申請書

	　
	　　　　駐車場利用にあたっての留意事項
　　1　所定の車庫以外には駐車できません。(車庫証明発行はできません)
　　2　危険物、悪臭物等の積載車は駐車できません。
　　3　駐車場内における盗難、き損、自動車相互の接触等によって生じた損害等については、市はその賠償の責を負いません。
　　4　駐車券は再発行できません。破損、紛失等による新規の駐車券発行は利用者の実費負担となります。
　　5　駐車券の所有権は石垣市に帰属します。契約期間満了時に速やかな返却が必要です。
　　6　他の利用者等の支障となる行為を禁じます。
　　7　駐車券の変造及び不正使用は条例により過料に処せられます。
　　8　毎月末日までに翌月分使用料の前納がない場合は、使用継続の意志がないものとし、車庫を明け渡すこととします。
	　

	　　　　　石垣市長　　様

　　　　　　　上記事項を承諾のうえ、使用申請いたします。
　　　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　申請人(ふりがな)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　(署名又は記名押印)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　〒
　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　(自宅)　　　　　　　　　　(職場等)
　　　　　連絡先TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　車種
　　　　　使用車両　登録番号　　　　　　　　　　（契約台数　　　　　台）

　　　　　使用期限　令和８年　４月　１日　から　令和９年　３月末まで

　　　　　車庫番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


※添付書類（個人の場合）車検証の写し、港湾課納付確認書、住民票謄本又は運転免許証の写し、誓約書（石垣市暴力団排除措置要綱 別記様式第1号） 他
　　　　　（法人の場合）車検証の写し、港湾課納付確認書、法人登記(現在事項証明書)、誓約書（石垣市暴力団排除措置要綱 別記様式第1号） 他
※更新申請にあたっては、案内文書一式も十分にご確認ください。



